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提
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「
平
成
二
十
五
年
度
労
働
時
間
等
総
合
実
態
調
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」
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に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
「
平
成
二
十
五
年
度
労
働
時
間
等
総
合
実
態
調
査
」
の
表
二
十
六
の
数
値
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

「
八
時
間
五
分
、
六
時
間
五
十
五
分
、
十
一
時
間
二
十
分
、
九
時
間
五
十
一
分
の
算
出
根
拠
と
な
っ
た
デ
ー
タ
及
び
数
式
を

お
示
し
」
願
い
た
い
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
数
式
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
①
平
成

二
十
五
年
度
労
働
時
間
等
総
合
実
態
調
査
（
以
下
「
本
調
査
」
と
い
う
。
）
の
調
査
票
に
相
当
す
る
「
平
成
二
十
五
年
度
労
働

時
間
等
に
関
す
る
調
査
的
監
督
付
表
」
に
「
平
成
二
十
五
年
度
労
働
時
間
等
に
関
す
る
調
査
的
監
督
付
表
記
入
要
領
」
に
従
っ

て
労
働
基
準
監
督
官
が
記
入
し
た
も
の
の
内
容
が
入
力
さ
れ
て
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
サ
ー
バ
ー
に
備
え
ら
れ
て
い
た
フ

ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
た
一
覧
表
の
電
磁
的
記
録
の
デ
ー
タ
（
以
下
「
元
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
一
般
労
働
者

（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間

制
の
対
象
労
働
者
及
び
労
働
基
準
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
協
定
で
定
め
る
労
働
時
間
の
延
長
の
限
度
等
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
年
労
働
省
告
示
第
百
五
十
四
号
）
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
業
等
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
い
う
。
）
の
う

ち
の
調
査
対
象
事
業
場
（
本
調
査
の
対
象
の
事
業
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
平
均
的
な
者
（
本
調
査
の
調
査
対
象
月
に
お

い
て
最
も
多
く
の
調
査
対
象
事
業
場
の
労
働
者
が
属
す
る
と
思
わ
れ
る
法
定
時
間
外
労
働
の
時
間
数
の
層
に
属
す
る
労
働
者
を

一



い
う
。
）
（
以
下
「
事
業
場
の
平
均
的
な
一
般
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
一
月
の
法
定
時
間
外
労
働
の
実
績
（
以
下
「
月

間
時
間
外
労
働
実
績
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
集
計
を
行
っ
た
こ
と
が
「
十
一
時
間
二
十
分
」
の
算
出
根
拠
で
あ
り
、
②
元
デ

ー
タ
の
う
ち
、
事
業
場
の
平
均
的
な
一
般
労
働
者
に
係
る
月
間
時
間
外
労
働
実
績
に
つ
い
て
、
調
査
対
象
事
業
場
の
業
種
別
及

び
規
模
別
の
数
の
分
布
を
本
調
査
の
母
集
団
の
事
業
場
の
業
種
別
及
び
規
模
別
の
数
の
分
布
に
復
元
を
し
て
集
計
を
行
っ
た
こ

と
が
「
八
時
間
五
分
」
の
算
出
根
拠
で
あ
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
行
っ
た
本
調
査
に
つ
い
て
の
御
指
摘
の
「
精
査
」

に
お
い
て
は
、
元
デ
ー
タ
の
う
ち
い
わ
ゆ
る
異
常
値
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
も
の
（
以
下
「
異
常
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
は
無

効
回
答
と
扱
い
、
異
常
デ
ー
タ
が
あ
っ
た
調
査
対
象
事
業
場
に
係
る
デ
ー
タ
（
以
下
「
無
効
回
答
事
業
場
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）

又
は
同
法
第
三
十
八
条
の
三
若
し
く
は
第
三
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
み
な
し
労
働
時
間
制
度
を
導
入
し
て
い
る
調
査
対
象

事
業
場
に
係
る
デ
ー
タ
（
以
下
「
裁
量
労
働
制
事
業
場
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
元
デ
ー
タ
か
ら
削
除
し
た

も
の
（
以
下
「
精
査
後
元
デ
ー
タ
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
改
め
て
集
計
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
③
精
査
後
元
デ
ー
タ

の
う
ち
、
事
業
場
の
平
均
的
な
一
般
労
働
者
に
係
る
月
間
時
間
外
労
働
実
績
に
つ
い
て
集
計
を
行
っ
た
こ
と
が
「
九
時
間
五
十

一
分
」
の
算
出
根
拠
で
あ
り
、
④
精
査
後
元
デ
ー
タ
の
う
ち
、
事
業
場
の
平
均
的
な
一
般
労
働
者
に
係
る
月
間
時
間
外
労
働
実

績
に
つ
い
て
当
該
復
元
を
し
て
集
計
を
行
っ
た
こ
と
が
「
六
時
間
五
十
五
分
」
の
算
出
根
拠
で
あ
る
。
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「
精
査
前
と
精
査
後
を
・
・
・
そ
の
要
因
と
し
て
政
府
が
お
考
え
の
も
の
を
具
体
的
に
お
示
し
願
い
た
い
」
と
の
お
尋
ね
に

つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
精
査
」
に
お
い
て
、
元
デ
ー
タ
か
ら
無
効
回
答
事
業
場
デ
ー
タ
又
は
裁
量
労
働
制
事
業
場
デ
ー
タ
に

該
当
す
る
も
の
を
削
除
し
て
集
計
を
行
っ
た
こ
と
等
が
当
該
要
因
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

「
「
平
成
二
十
五
年
度
労
働
時
間
等
総
合
実
態
調
査
」
に
お
け
る
復
元
処
理
・
・
・
な
っ
て
い
る
の
か
具
体
的
に
お
示
し
願

い
た
い
」
と
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
数
値
と
な
っ
て
い
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
調
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
業
が
同
法
別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら

第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
そ
の
他
の
も
の
に
該
当
す
る
事
業
場
の
う
ち
か
ら
、
業
種
別
、
規
模
別
及
び
地
域
別
の

当
該
事
業
場
の
数
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
本
省
に
お
い
て
調
査
対
象
事
業
場
の
数
を
決
定
し
、
具
体
的
な
調
査
対
象
事
業
場

に
つ
い
て
は
当
該
数
等
を
基
に
各
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
無
作
為
に
選
定
す
る
と
と
も
に
、
御
指
摘
の
「
復
元
」
に
お
い

て
は
、
調
査
対
象
事
業
場
の
業
種
別
及
び
規
模
別
の
数
等
に
応
じ
て
復
元
の
倍
率
を
設
定
し
、
調
査
対
象
事
業
場
の
業
種
別
及

び
規
模
別
の
数
の
分
布
を
本
調
査
の
母
集
団
の
事
業
場
の
業
種
別
及
び
規
模
別
の
数
の
分
布
に
復
元
を
し
て
集
計
を
行
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
算
出
に
つ
い
て
・
・
・
政
府
の
見
解
を
お
示
し
願
い
た
い
」
、
「
数
値
の
減
少
に
つ
い
て
・
・
・
政
府
の
お
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考
え
を
お
示
し
願
い
た
い
」
及
び
「
復
元
処
理
が
適
切
に
な
さ
れ
て
・
・
・
政
府
の
ご
見
解
を
お
示
し
願
い
た
い
」
と
の
お
尋

ね
に
つ
い
て
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
算
出
に
つ
い
て
適
切
で
あ
る
」
及
び
「
復
元
処
理
が
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
」
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
厚
生
労
働
省
が
行
っ
た
本
調
査
に
つ
い
て
の
御
指
摘
の
「
精
査
」
に
よ
り
、
当
該

精
査
後
の
集
計
結
果
は
当
該
精
査
前
の
集
計
結
果
よ
り
も
信
頼
性
の
高
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
当
該
精
査

後
の
集
計
結
果
に
つ
い
て
は
、
当
該
精
査
前
の
集
計
結
果
と
比
べ
て
大
き
な
傾
向
の
変
化
は
見
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま

た
、
御
指
摘
の
「
復
元
」
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
復
元
後
の
集
計
結
果
は
、
当
該
復
元
前
の
集
計
結
果
よ
り
も
本
調
査
の

母
集
団
の
事
業
場
の
業
種
別
及
び
規
模
別
の
数
の
分
布
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。 四


